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柏崎刈羽原子力発電所 7号炉
新規制基準等に係る原子炉施設保安規定変更認可申請について

※令和2年1月23日の実用炉規則改訂により下記の通り読み替える。
第八十四条の二→第八十三条

五号イ→1号 ロ（1）
五号ロ→1号 ロ（2）
五号ハ→1号 ロ（3）

六号→四号

令和２年６月２日
東京電力ホールディングス株式会社

資料１－３

枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません

保安規定第17条の3 火山影響等発生時の体制の整備
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1. 火山影響等発生時における炉心冷却のための手順等
2. 非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための手順等
3. 原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却のための手順等
4. 高圧代替注水系を用いた炉心冷却のための手順等
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7. 24時間以降の電源の活用に関する対応

別紙１．気中降下火砕物濃度の算出
別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出
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1. 火山影響等発生時における炉心冷却のための手順等（１／３）

（１）火山影響等発生時における炉心冷却のための対応フロー
火山噴火

原子炉手動スクラム

非常用ディーゼル発電機

改良型フィルタ取付外部電源喪失

非常用ディーゼル発電機起動

高圧炉心注水系等を用いた

炉心冷却

原子炉隔離時冷却系を

用いた冷却が可能

高圧代替注水系を用いた

炉心冷却

非常用母線

電圧確立

噴火後10分以内に

降灰予報発表

NO

YES

発電所敷地内に

降灰予報発表

「多量未満」

「多量」

 降灰状況の監視，要員の招集な

どを実施

 降灰が確認された場合，特別点
検，除灰，建屋内への侵入防止措

置等を実施

YES

NO

原子炉隔離時冷却系を用いた

炉心冷却

YES

NO

通信設備電源確保 緊急時対策所の移住性確保

   

：操作・確認

：プラント状態

：判断

（凡例）

非常用ディーゼル発電機による給電が不能な場合における

降灰終了（24時間）後の対応については，原子炉隔離時冷
却系又は高圧代替注水系を用いた冷却を継続するととも
に，フィルタ閉塞による停止した非常用ディーセル発電機又

は外部電源の復旧を行う。

全交流動力電源喪失

給電操作・受電確認

通信連絡設備の確保

噴火に関する火山観測報等

以下の判断基準に該当

・160 km圏内での噴火

動作可能な外部電源が2 
回線以下となった場合、
又は全ての外部電源が他
の回線に対し独立性を有
していない

AND 発電所に対して重大な

         影響が予想される

YES

NO

YES

対応不要
NO

イ ハ

ロハイ

ロ
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1. 火山影響等発生時における炉心冷却のための手順等（２／３）

（２）原子炉停止・対応着手の判断フロー

※ 降灰予報，火山観測報の例については，気象庁のＨＰより転載
4
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1. 火山影響等発生時における炉心冷却のための手順等（３／３）

（３）対応のタイムチャート

5

0分 10分 20分 30分 40分 50分 60分 80分 90分 100分 25h

当直長
（中央制御室）

1

当直副長
（中央制御室）

1

運転員
（中央制御室）

2

緊急時対策要員 4

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

分

緊急時対策要員 2 5 分

運転員(現場) 【2】

緊急時対策要員
2

フィルタ装置水位

調整等を兼務

運転員(現場) 【2】

緊急時対策要員 【2】+8

運転員 6/13
緊急時対策要員 20/78 6 2

23h 24h

格納容器ベント操作

30分

35分

　　　　　　　　継続実施

●K5TSC用電源車移動
　（保管場所→タービン建屋海水熱交換器区域大物搬入口）

16h 17h 18h14h 15h 19h

　　　　　　　　継続実施

10分

55分

50
分

10分

　　　　　　　　継続実施

継続実施

8h 9h

合計要員数/常駐要員数
-

●原子炉隔離時冷却系
　原子炉注水確認

●蓄電池切替え操作
　(A→A-2)

●格納容器ベント準備操作
　(バウンダリ構成他) 150分

継続実施

項目イ、ロ、ハ
共通対応事項

中央制御室内
状況判断・運転操作

●状況判断
項目イ
対応事項

●高圧炉心注水系による原子炉注水

●降灰予報に伴う原子炉停止判断
●方針決定・外部との連絡
　・プラント全体監視他

●非常用ディーゼル発電機　動作確認 継続実施

44 6 4 6

緊急時対策要員 2

●格納容器ベント操作
　(格納容器二次隔離弁操作)

●格納容器ベント操作
　（フィルタ装置水位調整等）

緊急時対策要員 2

●当直長補佐・操作指示
　・プラント全体監視他

運転員(現場)

●給電操作　（負荷カット等）
●受電確認 15分

●原子炉停止(手動)
●プラント状態監視他

●切替操作
　（非常用ディーゼル発電機→K5TSC用電源車）

●タービン建屋海水熱交換器区域
　大物搬入口扉開放

●K5TSC用電源車※への排気ダクト設置
※5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

手順の項目
要員数(名)
【】は他作業後
移動してきた要員

手順の内容

項目ロ、ハ
共通対応事項

項目ハ
対応事項

●状況判断

●フィルタ装置水位調整準備　（排水ポンプ水張り）

●改良型フィルタ取付 70分

●K5TSC用電源車へのケーブル接続 20分

●K5TSC用電源車　起動・運転確認

原子炉隔離時冷却系
ポンプを用いた炉心冷

却

●蓄電池切替え操作
　(A-2→AM)

2
格納容器ベント準備操

作/操作を兼務

非常用ディーゼル発電
機の機能維持

高圧代替注水系ポン
プを用いた炉心冷却

通信連絡設備の確保

項目ロ
対応事項

●状況判断

●高圧代替注水系起動操作

●代替高圧注水系による原子炉注水

10分

20分

10 8 4

　　　　　　　　　　　　　　経過時間

0 2 0

40分

70分

15分

適宜実施

5

4

10分

10

60分

　　継続実施

6

60分

-

20h 21h 22h

0分

噴火発生

10分

降灰予報発表・対応着手
80分（最短）

降灰開始・外部電源喪失

対応ハの場合

20時間20分（最短）
直流電源切替え

24時間

降灰終了

対応ロ、ハの場合

17時間20分（最短）
格納容器ベント

対応ハの場合

9時間20分（最短）

流電源切替え（A→A-2）

赤字で示した作業は、降灰

開始前に実施が必要な作業

であるため、項目イ、ロ、ハ

の区別なく、平行して実施す

る。

黒字で示した作業は、

項目イ、ロ、ハの各対応時

のみ実施する。

※項目ハのタイムチャートは、降

灰開始と同時に項目イの対応が

不可能となった場合を想定

※項目ロのタイムチャートは、降

灰開始と同時に項目イ、ハの対

応が不可能となった場合を想定

※移動時間。

作業前に移動を完了し待機する。

降灰環境下作業
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２．非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための手順等（１／３）

火山影響等発生時において，原子炉停止後，外部電源喪失が発生した場合は，炉心崩
壊熱の除去を維持継続する必要があるため，非常用ディーゼル発電機からの給電により原子
炉圧力容器への注水による炉心冷却を行う。
この場合，継続して非常用ディーゼル発電機の機能を維持する必要がある。
（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 第八十四条の二 第五号 イ）
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２．非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための手順等（２／３）

非常用ディーゼル発電機は，外気取入れ箇所に設置された既設フィルタが降下火砕物に
よって閉塞することが想定されるため，改良型フィルタを取り付ける。
なお改良型フィルタは実機における風速を模擬したモックアップ試験を行い，想定する降灰
継続時間である24時間後においても閉塞しないことを確認した。

枚数：44枚/系列

重量：約12kg

改良型フィルタ

7
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２．非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための手順等（３／３）

【作業の成立性】

必要要員数及び作業時間
必要要員数：緊急時対策要員4名／号炉
非常用ディーゼル発電機A系及びB系に対して2名１班で改良型フィルタを取り付ける。
作業時間（想定） :70 分（移動20 分，作業50 分）
作業時間（実績） :61分（移動16 分，作業45分）

手順の項目 要員
要員数
（名）

非常用ディーゼル
発電機（B系）
改良型フィルタ

取付

緊急時対策要員 2

移動

非常用ディーゼル発電機（B系）
改良型フィルタ取付

経過時間（分）

移動

非常用ディーゼル発電機（A系）
改良型フィルタ取付

非常用ディーゼル
発電機（A系）
改良型フィルタ

取付

2緊急時対策要員

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0分

噴火発生

約10分

降灰予報発表・対応着手

80分（最短）

降灰開始

8
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３．原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却のための手順等

全ての非常用ディーゼル発電機の機能が喪失した場合は全交流動力電源喪失となるが，降下火砕物
の影響によりガスタービン発電機からの代替受電が不可能なため，原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた
原子炉圧力容器への注水による炉心冷却を行う。
なお，全交流動力電源喪失時においては，残留熱除去系の機能喪失により格納容器圧力が上昇す
るため，約16時間で格納容器ベントを実施する必要がある。
（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 第八十四条の二 第五号 ハ）
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４．高圧代替注水系を用いた炉心冷却のための手順等

全ての非常用ディーゼル発電機の機能が喪失し，原子炉隔離時冷却系ポンプによる炉心冷却ができな
い場合は，高圧代替注水系ポンプを用いた原子炉圧力容器への注水による炉心冷却を行う。
なお，全交流動力電源喪失時においては，残留熱除去系の機能喪失により格納容器圧力が上昇する
ため，約16時間で格納容器ベントを実施する必要がある。
（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 第八十四条の二 第五号 ロ）

10
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５．原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系による炉心冷却のための手順等

0分 10分 20分 30分 40分 50分 60分 80分 90分 100分 25h

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

運転員
（中央制御室）

23h 24h16h 17h 18h14h 15h 19h

10分

55分

50
分

10分

8h 9h

●原子炉隔離時冷却系
　原子炉注水確認

●蓄電池切替え操作
　(A→A-2)

継続実施

運転員(現場)

手順の項目
要員数(名)
【】は他作業後
移動してきた要員

手順の内容

項目ハ
対応事項 ●状況判断

原子炉隔離時冷却系
ポンプを用いた炉心冷

却

●蓄電池切替え操作
　(A-2→AM)

2
格納容器ベント準備操

作/操作を兼務

高圧代替注水系ポン
プを用いた炉心冷却

項目ロ
対応事項 ●状況判断

●高圧代替注水系起動操作

●代替高圧注水系による原子炉注水

　　　　　　　　　　　　　　経過時間
70分

15分

　　継続実施

20h 21h 22h

0分

噴火発生

10分

降灰予報発表・対応着手
80分（最短）

降灰開始・外部電源喪失

対応ハの場合

20時間20分（最短）
直流電源切替え

24時間

降灰終了

対応ロ、ハの場合

17時間20分（最短）
格納容器ベント

対応ハの場合

9時間20分（最短）

流電源切替え（A→A-2）

【作業の成立性】

必要要員数及び作業時間
〇原子炉隔離時冷却系による炉心冷却
当該設備は炉水位の低下によって自動起動する。起動後は中央制御室より動作を継続監視する。
運転員(現場)による蓄電池切替え操作が，起動後８時間後及び19時間後に必要となるが，他操
作との輻輳はない。

〇高圧代替注水系による炉心冷却
当該設備は項目イ，ハが対応不可となった後，状況判断10分，起動操作15分で起動可能である。

11
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６．その他関係する手順等（１／５）

（１）緊急時対策所の居住性等に関する手順等

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために，緊急時対策
所の居住性を確保する手順等を整備する。
居住性の確保のため，緊急時対策所の均圧室等の扉を開放して換気経路を確保し，建屋内
部において換気可能な状態にする。

12
枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません
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６．その他関係する手順等（２／５）

電力保安通信用電話設備
（固定電話機，PHS端末）  2

送受話器（警報装置を含む。） 
 1

携帯型音声呼出電話機

電力保安通信用電話設備
（固定電話機，PHS端末，

FAX）  2

送受話器（警報装置を含む。） 
 1

携帯型音声呼出電話機

衛星電話設備（常設）

無線連絡設備（常設）

安全パラメータ表示システム
（SPDS）（データ伝送装置）

 1

電力保安通信用電話設備
（PHS端末）  2

送受話器（警報装置を含む。） 
 1

5号炉屋外緊急連絡用
インターフォン

衛星電話設備（可搬型）

無線連絡設備（可搬型）

送受話器（警報装置を含む。） 
 1

5号炉屋外緊急連絡用
インターフォン

衛星電話設備（常設，可搬型）

無線連絡設備（常設，可搬型）

電力保安通信用電話設備
（固定電話機，PHS端末，

FAX）  2

携帯型音声呼出電話機 衛星電話設備（社内向）

テレビ会議システム

専用電話設備

安全パラメータ表示システム
（SPDS）及びデータ伝送設備
（緊急時対策支援システム伝

送装置）

統合原子力防災ネットワーク
を用いた通信連絡設備
（テレビ会議システム，
IP-電話機，IP-FAX）

5号炉屋外緊急連絡用
インターフォン

現場(屋内)

現場(屋外)

７号炉

中央制御室 プロセス計算機室

５号炉

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

中央制御室

発電所内

国
(ERC等)

発電所外(社外)

統合原子力防災ネットワーク(有線系/衛星系)
・統合原子力防災ネットワークを用いた
　通信連絡設備
・データ伝送設備

国データセンター
(ERSS)

地方公共団体
(新潟県，柏崎市，刈羽村等)

その他関係機関
(社外)

通信事業者回線(有線系)
・専用電話設備

通信事業者回線(衛星系)
・衛星電話設備

本社
(即応センター等)

発電所外(社内)

その他関係機関
(社内)

電力保安通信用回線(有線系)
・テレビ会議システム
・データ伝送設備

統合原子力防災ネットワーク(有線系/衛星系)
・統合原子力防災ネットワークを用いた
　通信連絡設備

通信事業者回線(衛星系)
・衛星電話設備(社内向)
・データ伝送設備

通信事業者回線(衛星系)
・衛星電話設備

【凡例】

：有線系

：無線・衛星系

：有線/無線・衛星系

：有線系/衛星系

：有線系/無線系
　（データ伝送）

：通信連絡

：データ伝送

：専用回線

：専用回線

：専用回線

：専用回線

：非専用回線

・充電器(蓄電池)による給電のみの
　場合
　【使用可能時間】
　 1：12時間
　 2：13時間(FAXは除く)

・上記以外
　24時間使用可能

安全パラメータ表示システム
（SPDS）（SPDS表示装置）

(2)通信連絡設備等に関する手順等

火山影響等発生時における通信連絡については，通信連絡設備のうち，降下火砕物の影
響を受けない有線系の設備を複数手段確保することにより機能を確保する手順を整備する。

13
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６．その他関係する手順等（３／５）

非常用ディーゼル発電機の機能が喪失した場合においては，建屋内に移動，配置した5号
炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電又は乾電池により通信連絡
設備の機能を確保する。これらの設備及び電源は，建屋内の設置及び操作となることから降
下火砕物の影響を受けることはない。

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備が降灰継続の24 時間に亘って連
続運転するために必要な燃料は約400Lであるが，燃料タンクで910L確保しているため，降
灰継続の間，連続で通信連絡設備に給電することが可能である。

14
枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません
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６．その他関係する手順等（４／５）

【火山影響等発生時において通信連絡設備の機能を確保するための電源系統の概要】
5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所用
可搬型電源設備

5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所用
受電盤

5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所用
主母線盤

【凡例】
: 遮断器

: 配線用遮断器

CHG : 充電器

非常用ディーゼル発電機7A

動力変圧器
7C-1

6.9kV M/C 7C

480V P/C 7C-1

480V MCC
7C-1-5

480V MCC
7C-1-6

【略語】

：モータコントロールセンタMCC

M/C　：メタルクラッド開閉装置

P/C　：パワーセンタ

CHG

直流48V
蓄電池

CHG

送受話器
（ページング）
用48V蓄電池

CHG

5号炉電力
保安通信用
電話設備用
48V蓄電池

5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所用
可搬型電源設備

(予備)

6号炉より 5号炉より

・電力保安通信用電話設備（ＦＡＸ）
・衛星電話設備（常設）
・無線連絡設備（常設）
・５号炉屋外緊急連絡用インターフォン
・緊急時対策支援システム伝送装置
・ＳＰＤＳ表示装置
・テレビ会議システム（社内向）
・衛星電話設備（社内向）
・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備
　（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）

・電力保安通信用
　電話設備

・送受話器
　（ページング）

・電力保安通信用
　電話設備

充電式電池 乾電池

・衛星電話設備（可搬型）
・無線連絡設備（可搬型）

・携帯型音声呼出電話設備
・専用電話設備

15
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６．その他関係する手順等（５／５）

【降下火砕物環境下の屋外作業】
・火山影響等発生時に屋外にて行う作業として，格納容器ベント操作(フィルタ装置水位調整準備及び調整
等)が必要となるが，本作業は複雑な手順を含まない作業である。

・火山影響等発生時に屋外において実施する作業にあたっては，作業員防護の観点から視認性向上を図
るため以下の対応を行う。
 作業着を着用の上，ヘルメット，ゴーグル，マスク，手袋を着用（必要により雨合羽も着用）
 屋外で作業を行う者の視認性向上を図るため，ヘッドライトを着用する

高濃度の降灰環境下における作業時の防護具着用状況
16
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７．24時間以降の電源の復旧に関する対応

○電源復旧の流れ（項目ロ，ハの対応に移行している場合）

火山の噴火より24時間が経過し，降灰が終了した後の電源の復旧対応について，非常用ディーゼル発
電機Ａ系及びＢ系が喪失し，項目ロ，ハによる対応に移行している場合においても，非常用ディーゼル発
電機Ｃ系の起動によりただちに電源供給が可能である。
また，上記以外にも常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備による電源供給，また高圧

代替注水系ポンプ，可搬型代替注水ポンプ等による炉心冷却を見込むことができる。

17
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別紙１．気中降下火砕物濃度の算出（１／５）

ガイドが改正され，設計及び運用等による安全施設の機能維持の可否を評価するための
基準である気中降下火砕物濃度を推定する手法が示された。
柏崎刈羽原子力発電所について，ガイドに基づき気中降下火砕物濃度の算出を行った。

１ 気中降下火砕物濃度の推定手法
ガイドにおいては，以下の２つの手法のうちいずれかにより気中降下火砕物濃度を推定
することが求められている。

ａ．降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法
ｂ．数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法

設置許可段階において，文献，既往解析結果の知見及び降下火砕物の知見及び降下
火砕物シミュレーションを用い検討した結果，降下火砕物の層厚を約23.1cmと評価したが
，敷地内で給源不明なテフラの最大層厚35cmが確認されていることを踏まえ，想定される
最大層厚を保守的に35cmと設定している。
気中降下火砕物濃度の推定手法のうち，設置許可段階の降灰量の設定との連続性
の観点から，「a. 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手
法」により気中降下火砕物濃度を推定する。

18
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別紙１．気中降下火砕物濃度の算出（２／５）

入力条件 備考
設計層厚 35 cm 設置(変更)許可を得た層厚（図1）

3.5×105 g/m2 設計層厚×降下火砕物密度 1.0g/cm3

24 h 原子力発電所の火山影響評価ガイド 参考

別表1参照

Tephra2による粒径分布の計算値
式①
式②
Suzuki(1983)参考（図2）
式③

3.3 g/m3 式④
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別紙１．気中降下火砕物濃度の算出（３／５）

（別表） 柏崎刈羽原子力発電所の入力条件/計算結果

-3～-2 -2～-1 -1～0 0～1 1～2 2～3 3～4 4～5 5～6 合計

5657 2828 1414 707 354 177 88 44 22

3.4×10-52 6.3×10-28 3.1×10-6 4.6×101 5.4×101 1.5×10-2 6.4×10-6 1.7×10-5 1.3×10-5 100

1.2×10-48 2.2×10-24 1.1×10-2 1.6×105 1.9×105 5.3×101 2.2×10-2 6.0×10-2 4.6×10-2

1.4×10-53 2.6×10-29 1.3×10-7 1.9×100 2.2×100 6.1×10-4 2.6×10-7 6.9×10-7 5.3×10-7

5.7 4.0 2.7 1.8 1.0 0.5 0.35 0.1 0.03

2.4×10-54 6.4×10-30 4.6×10-8 1.0×100 2.2×100 1.2×10-3 7.4×10-7 6.9×10-6 1.8×10-5
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別紙１．気中降下火砕物濃度の算出（４／５）

（補足1）敷地における降下火砕物の層厚評価

21
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別紙１．気中降下火砕物濃度の算出（５／５）

（補足２）降下火砕物の粒径と終端速度との関係

Suzuki, T. (1983)A theoretical model for dispersion of tephra, Arc Volcanism:
Physics and Tectonics: 95-116, Terra Scientific Publishing.
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（１／８）

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うため，降下火砕物に対して
評価すべき施設の抽出を行う。
抽出にあたっては，以下の観点から施設を抽出する。

1. 設置許可基準規則適合性審査での評価対象施設のうち評価すべき施設の抽出
2. その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な施
設のうち，評価すべき施設の抽出

1. 設置許可基準規則適合性審査での評価対象施設のうち評価すべき施設の抽出
設計基準対象施設のうち，気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設を「原子力発電所の火山影
響評価ガイド」を参照し抽出する。抽出の方法は以下のとおり。

(1) 火山事象に対する評価対象施設及び影響因子の抽出

(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出

23
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（２／８）

分類 評価対象施設 影響因子

屋外設備 ・軽油タンク（燃料移送ポンプ含む） 荷重，腐食，閉塞，摩耗

建屋

・原子炉建屋
・タービン建屋海水熱交換器区域
・コントロール建屋
・廃棄物処理建屋

荷重，腐食

屋外との接続
がある設備
(屋内設備)

・原子炉補機冷却海水ポンプ
・原子炉補機冷却海水系ストレーナ
・取水設備（防塵設備）

腐食，閉塞，摩耗，

・非常用換気空調系
腐食，閉塞，摩耗，大気汚
染

・非常用ディーゼル発電機
（非常用ディーゼル発電機吸気系含む）

腐食，閉塞，摩耗

・安全保護系盤 絶縁低下

(1) 火山事象に対する評価対象施設及び影響因子の抽出
評価対象施設は，屋内設備は当該設備を内包する建屋により防護する設計とすることで，屋外設備，
建屋及び屋外との接続がある設備（屋外に開口している設備又は外気から取り入れた屋内の空気を機器内
に取り込む機構を有する設備）に分類し，抽出する。
また，降下火砕物の特徴からその影響因子となり得る荷重，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染及び絶縁低
下を抽出し，評価対象施設の構造や設置場所等を考慮して，各設備に対する影響因子を抽出する。
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（３／８）

影響因子 降下火砕物濃度による評価への影響 評価の要否

荷重
想定する降下火砕物の層厚は変わらないことから，荷重評価への影響
はない。

不要

閉塞
気中降下火砕物濃度が増加することにより影響を受ける可能性のある
もの（給気フィルタ）については，評価が必要。

一部要

腐食
評価対象施設は，外装の塗装や耐腐食材料の使用等を行っているこ
とから，短期での腐食への影響はない。

不要

磨耗
降下火砕物は，砂より硬度が低くもろいことから，短期での磨耗への影
響はない。

不要

大気汚染
中央制御室の換気空調系の再循環運転を行うこととしており，大気汚
染への影響はない。

不要

絶縁低下
絶縁低下を考慮する施設は空調管理された区域に設置されていること
から，絶縁低下への影響はない。

不要

(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理
降下火砕物濃度による評価への影響を考慮し，気中降下火砕物濃度に対して評価が必要となる影
響因子は閉塞である。
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（４／８）

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出
評価対象施設の閉塞に対する評価内容の検討の結果，気中降下火砕物濃度に対する評価が
必要な再評価対象施設は非常用ディーゼル発電機吸気系である。
非常用ディーゼル発電機吸気系以外の施設については，降下火砕物濃度の増加を考慮しても降
下火砕物の粒径や侵入量が変わらないこと等により，気中降下火砕物濃度に対する影響はない。
気中降下火砕物濃度に対する再評価対象施設の抽出結果を次ページに示す。
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（５／８）

評価対象施設 影響因子 評価内容及び降下火砕物濃度による影響

軽油タンク
（燃料移送ポンプ含む）

荷重
腐食
閉塞
摩耗

・軽油タンクのベント管の開口部は，雪害対策として，タンク
屋根外側，地上から約10mの高さに下向きに設置されてい
ることから，想定される降下火砕物堆積量に対し，開口部
閉塞及び摩耗には至らない。
・燃料移送ポンプ及び電動機は，屋内に設置されていることか
ら，降下火砕物が内部に侵入することはない。
⇒降下火砕物の堆積量は変わらないことから，影響なし。

・原子炉建屋
・タービン建屋
海水熱交換器区域
・コントロール建屋
・廃棄物処理建屋

荷重
腐食

影響因子として閉塞がないため評価不要

原子炉補機冷却海水系
ポンプ(屋内設備)

腐食
閉塞
摩耗

・ポンプの狭隘部は降下火砕物の粒径より大きく，降下火砕
物による閉塞には至らない。軸受部は異物逃がし溝を設け，
降下火砕物による閉塞には至らない設計とする。また，降下
火砕物は，破砕し易く摩耗による影響は小さい。
⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし。
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（６／８ ）

評価対象施設 影響因子 評価内容及び降下火砕物濃度による影響

原子炉補機冷却海水系
ストレーナ(屋内設備)

腐食
閉塞
摩耗

・降下火砕物の粒径は，海水ストレーナのフィルタ穴径より
僅かに小さいものの，差圧管理されており，自動洗浄され
ることから閉塞することはない。なお，海水ストレーナのフィル
タを通過した降下火砕物は，下流の設備（原子炉補機
冷却水系熱交換器）に対して閉塞等の影響を与えること
はない。
⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし

取水設備（防塵設備）
(屋内設備)

腐食
閉塞
摩耗

・降下火砕物の粒径は十分小さく，取水口を閉塞すること
はない。
⇒降下火砕物の粒径は変わらないことから影響なし

非常用換気空調系
(屋内設備)

腐食
閉塞
摩耗

大気汚染

・中央制御室換気空調系については，外気取入ダンパを閉
止し，再循環運転することにより，中央制御室の居住環
境が維持されることを確認する。また，その他の換気空調
設備については，ダンパ閉止による対応が可能である。
⇒再循環運転及びダンパ閉止によりフィルタ閉塞の影響なし

非常用ディーゼル発電機
（非常用ディーゼル
発電機吸気系含む）

(屋内設備)

腐食
閉塞
摩耗

降下火砕物濃度の増加に伴い，給気フィルタの閉塞時間が
短くなるため評価が必要。

安全保護系盤(屋内設備) 絶縁低下 影響因子として閉塞がないため評価不要
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（７／８ ）

2. その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な施設
の抽出

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機の機能が喪失した場
合は，原子炉隔離時冷却系ポンプ又は高圧代替注水系ポンプを用いた原子炉圧力容器への注水によ
る炉心冷却を行う。またその際に必要となる施設を抽出し，影響因子を考慮して評価を行う。
その他の火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な施設

の抽出結果を次ページに示す。
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別紙２．降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出（８／８ ）

必要な機能 必要な施設 影響因子 評価結果

原子炉圧力
容器への注
水による炉心

冷却

原子炉補機冷却水ポンプ ―

降下火砕物に対し構造健全性を有する建屋内に
設置されているため影響なし。

高圧炉心注水系ポンプ ―
原子炉隔離時冷却系ポンプ ―
高圧代替注水系ポンプ ―
燃料ディタンク ―
復水貯蔵槽 ―
サプレッション・チェンバ ―
直流125V蓄電池A ―
直流125V蓄電池A-2 ―
AM用直流125V蓄電池 ―

逃がし安全弁 ―

格納容器圧力逃がし装置
荷重
腐食
閉塞

設置許可基準規則の適合性審査において，左記
影響因子に対して健全性を有していることを確認し
ている。

居住性 緊急時対策所 ― 居住性を確実に確保するための手順を整備する。

通信連絡

5号炉原子炉建屋 荷重
設置許可基準規則の適合性審査において，降下
火砕物に対し構造健全性を有していることを確認。

通信連絡設備 ― 所内外の通信連絡機能を確実に確保するための手
順を整備する。

5号炉原子炉建屋内緊急時
対策所用可搬型電源設備 ―

降灰開始前に，降下火砕物に対し構造健全性を
有する建屋内に移動するため，影響なし。移動のた
めの手順を整備する。
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以下，参考資料
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３-1.５号 イの対応について 【先行との比較】

関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

対応方針 ディーゼル発電機の吸気ラインに改良
型フィルタを取り付け，2 台運転。電
動補助給水ポンプにより炉心の冷却
を行う。

非常用ディーゼル発電機の吸気ライン
に改良型フィルタを取り付け，2台運
転を行う。

改良型フィルタ
閉塞時間の推定手法

試験によって系統の許容差圧への到
達時間を測定

試験によって系統の許容差圧への到
達時間を測定

改良型フィルタ
閉塞時間

310分 24時間以上
（24時間時点で許容差圧未満）

保安規定上での運用 交換・清掃を実施 交換・清掃を必要としない

柏崎刈羽原子力発電所7号炉における対策について，先行電力（関西電力 大飯発電所
3,4号炉を例示）との比較を示す。

イの対応方針は，大飯発電所と同様に，改良型フィルタ設置による非常用ディーゼル発電
機の機能維持を実施する。なお，モックアップ試験によって改良型フィルタ及び既設フィルタを交
換・清掃しなくても，24時間以上閉塞せず，非常用ディーゼル発電機を継続運転できることを
確認している。
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関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

３-2.５号 ロの対応について 【先行との比較】

ロの対応方針は大飯発電所と同様に，タービン駆動の常設設備による炉心冷却としている。た
だし，PWRとBWRの設備構成の違いにより，格納容器ベントが必要となる。

全交流動力電源喪失状態であるため，残
留熱除去系の機能喪失によって，格納容器
圧力が上昇し，約16時間で格納容器ベント
を実施する必要となる。
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関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

３-3.５号 ハの対応について 【先行との比較】

ハの対応方針は，大飯発電所の電源車を用いる対応に対し，柏崎刈羽原子力発電所はタ
ービン駆動の常設設備による炉心冷却を用いる。

全交流動力電源喪失状態であるため，残留
熱除去系の機能喪失によって，格納容器圧
力が上昇し，約16時間で格納容器ベントを
実施する必要となる。
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関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

３-4. 通信連絡設備に対する対策について 【先行との比較】

○火山影響等発生時における通信連絡につ
いて，降下火砕物の影響を受けない有線
系の設備を複数手段確保することにより機
能を維持する。ディーゼル発電機の機能が
喪失した場合においては，3号及び4号炉タ
ービン建屋内に配置した電源車および1号お
よび2号炉燃料取扱建屋内に配置した電
源車（緊急時対策所用）（DB）から給
電する。

○火山影響等発生時における通信連絡につ
いて，降下火砕物の影響を受けない有線
系の設備を複数手段確保することにより機
能を確保する。非常用ディーゼル発電機の
機能が喪失した場合においては，タービン建
屋内に配置した5号炉原子炉建屋内緊急
時対策所用可搬型電源設備から5号炉原
子炉建屋内緊急時対策所内の通信連絡
設備へ給電する。

通信連絡設備に対する対策として，ディーゼル発電機の機能が喪失した場合，柏崎刈羽
原子力発電所では，タービン建屋に移動した５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型
電源設備からの給電又は乾電池により通信連絡設備を使用する。その場合，最低限必要と
なる発電所内の通信連絡機能を確保するため，乾電池で使用可能な携帯型音声呼出電
話を使用し，また，計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有す
る場合については，専用電話及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を使
用する。なお，安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備によるデータ伝送に
ついては，無停電電源装置（充電器等含む）が給電できる間は連続して使用可能である。
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関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

３-5. 火山灰対応の着手基準について 【先行との比較】

○噴火発生時において，気象庁が発表する降
灰予報（「速報」及び「詳細」）により発電所
（おおい町）への「多量」の降灰が予想された
場合，気象庁が発表する噴火に関する火山
観測報において地理的領域（発電所敷地か
ら半径160km）内の活火山に20km 以上
の噴煙が観測されたが噴火後10分以内に降
灰予報が発表されない場合又は降下火砕物
による発電所への重大な影響が予想される場
合，対応に着手する。

○気象庁が発表する降灰予報（「速報」又
は「詳細」）により柏崎刈羽発電所を含む
地域（柏崎市，刈羽村）への「多量」の
降灰が予想された場合，気象庁が発表す
る噴火に関する火山観測報において，地
理的領域（発電所敷地から半径160km
）内の火山に噴火が確認されたが，噴火
後10 分以内に降灰予報が発表されない
場合又は降下火砕物による発電所への重
大な影響が予想される場合。

火山灰対応の着手基準において，噴火後10分以内に降灰予報が発表されない場合，柏
崎刈羽原子力発電所は噴煙の高さの着手条件を無くし，噴煙高さが不明な場合でも着手を
行うこととする。
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関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

３-6. 原子炉の停止基準について 【先行との比較】

○火山影響等発生時において，発電所を含む
地域（おおい町）に降灰予報「多量」が発
表された場合。

○降灰予報「多量」が発表されていない場合に
おいても，火山影響等発生時の対応に着手
し，かつ，保安規定第78 条の3 に定める
外部電源５回線のうち，３回線以上が動
作不能となり，動作可能な外部電源が2 回
線以下となった場合（送電線の点検時を含
む。）又は全ての外部電源が他の回線に対
し独立性を有していない場合。

○柏崎刈羽原子力発電所を含む地域（柏
崎市，刈羽村）に降灰予報「多量」が発
表された場合。
○発電所より半径160km以内の火山が
噴火したが，降灰予報が発表されない場
合において，外部電源5回線のうち，3回
線以上が動作不能となり，動作可能な外
部電源が2 回線以下となった場合（送電
線の点検時を含む。）又は全ての外部電
源が他の回線に対し独立性を有していない
場合。

原子炉の停止基準について，柏崎刈羽原子力発電所では噴火後，降灰予報が発表され
ない場合において，噴火した火山との距離を踏まえ外部電源の劣化に応じて停止判断を行う。
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３-7.気中火山灰濃度の推定方法について 【先行との比較】

関西電力 大飯発電所 3，4号炉 柏崎刈羽原子力発電所 7号炉

推定手法 原子力発電所における火山影響評
価ガイド記載の「降灰継続時間を仮
定して降灰量から気中降下火砕物
濃度を推定する手法」

原子力発電所における火山影響評
価ガイド記載の「降灰継続時間を仮
定して降灰量から気中降下火砕物
濃度を推定する手法」

堆積量 10cm 35cm

粒径分布 Tephra2による算出結果 Tephra2による算出結果

気中火山灰
濃度

1.44g/m3 3.3g/m3

気中火山灰濃度の算出方法については，大飯発電所と同様に，原子力発電所における火
山影響評価ガイドにおける，「降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推
定する手法」を用いている。
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４.参考資料 PWRとBWRにおける対策例
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